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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】往復動作する剃り刃で髭を短時間で効率よく剃
ることを可能としながら、本体の小型化を図ることが可
能な電気かみそりを提供する。
【解決手段】内刃の移動方向と直交する方向に延びる複
数のスリットを備えた外刃５の内側で外刃５に対して往
復動可能に支持された内刃６と、外刃５と内刃６を配し
た細長状の本体１からなる電気カミソリにおいて、外刃
５及び内刃６が本体１の軸方向に平行に配置するととも
に、内刃６の往復動作方向を本体１の軸方向とした。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外刃と、
　前記外刃の内側で該外刃に対し往復動作可能に支持される内刃と、
　前記外刃と内刃とを配した細長状の本体と、
　前記本体内に設けられ、前記内刃を前記外刃に対し往復動作させる駆動装置と
を備え、
　前記外刃及び内刃を、その長手方向が前記本体の軸方向に対応するように配置するとと
もに、前記内刃の往復動作方向を前記本体の軸方向としたことを特徴とする電気かみそり
。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃には、
　前記内刃の移動方向と直交する方向に延びる複数のスリットと、
　前記複数のスリット間に位置して両端が支持された桟と
を設けたことを特徴とする電気かみそり。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃を断面コ字状に形成してなることを特徴とする電気かみそり。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃を、本体の軸方向に対して傾斜させたことを特徴とする電気かみそり。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃及び内刃を配した前記本体先端部の幅を該本体の径より小さくしたことを特徴
とする電気かみそり。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃及び内刃を前記本体に対し着脱可能としたことを特徴とする電気かみそり。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電気かみそりにおいて、
　前記外刃の近傍に、前記外刃に対して髭を案内する櫛状の案内突部を設けたことを特徴
とする電気かみそり。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外刃に対し内刃を往復動作させて髭等を剃る電気かみそりに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　電気かみそりの一種である往復式電気かみそりは、駆動子の往復運動に基づいて一対の
剃り刃の一方が他方に対して往復動作して毛髭を剃るようになっている。
　特許文献１には、ハウジングの端部に外刃が設けられ、その外刃の内側で内刃ブロック
が往復動作するようにした髭剃り用の電気かみそりが開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、櫛刃状の固定刃と、固定刃に対し往復摺動する櫛刃状の可動刃とで、
眉毛等をカットする電気かみそりが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開昭６３－５７８９号公報
【特許文献２】特開平１０－１５１２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された電気かみそりでは、外刃及び内刃ブロックがハウジングの長手
方向に直交する方向に設けられている。従って、ハウジングが箱状となったり、ハウジン
グをグリップ状としてもハウジングと外刃及び内刃ブロックとがＴ字形となる。従って、
電気かみそりの小型化に限度があるという問題点がある。
【０００６】
　一方、特許文献２に開示された電気かみそりは、特許文献１のものに比して小型ではあ
るが、固定刃及び可動刃が櫛刃状であるため、この電気かみそりで髭を剃るには、固定刃
及び可動刃の先端縁を肌面に沿って一方向にのみ摺動させる必要があり、また肌への当て
方にも気を使う必要があるため、髭を剃り上げるために要する時間が長くなる。
【０００７】
　また、固定刃及び可動刃を斜めに寝かせた状態で摺動させないと髭を剃ることができな
いとともに、構造上固定刃の刃厚が厚いので、例えば先行文献１の電気かみそりと同じ仕
上がりとなる短さまでには髭を短く剃ることができない。
【０００８】
　また、特許文献２に開示された電気かみそりは、そもそも髭とは異なる体毛を処理する
ものであるため、強いて髭剃りに用いた場合、髭の生えている肌の凹凸や平坦部に這わせ
ていくと、櫛刃状の固定刃の先端が肌に食い込んで肌を傷めてしまうこともある。
【０００９】
　さらに、肌に這わせて動かした際に、短い髭があると、櫛刃状の固定刃にとって大きな
抵抗となり、円滑に髭を剃ることができない。
　このように、特許文献２に開示される電気かみそりは、そもそも用途が違うため、髭を
剃る器具としての機能が備わっておらず、髭を剃るには不向きである。
【００１０】
　この発明の目的は、往復動作する剃り刃で髭を効率よく剃ることを可能としながら、本
体の小型化を図り得る電気かみそりを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の電気かみそりは、外刃と、前記外刃の内側で該外
刃に対し往復動作可能に支持される内刃と、前記外刃と内刃とを配した細長状の本体と、
前記本体内に設けられ、前記内刃を前記外刃に対し往復動作させる駆動装置とを備え、前
記外刃及び内刃を、その長手方向が前記本体の軸方向に対応するように配置するとともに
、前記内刃の往復動作方向を前記本体の軸方向としたことを特徴とする。
【００１２】
　また、上記構成において、前記外刃には、前記内刃の移動方向と直交する方向に延びる
複数のスリットと、前記複数のスリット間に位置して両端が支持された桟とを設けること
が好ましい。
【００１３】
　また、上記構成において、前記外刃を断面コ字状に形成してなることが好ましい。
　また、上記構成において、前記外刃を、本体の軸方向に対して傾斜させることが好まし
い。
【００１４】
　また、上記構成において、前記外刃及び内刃を配した前記本体先端部の幅を前記本体の
径より小さくすることが好ましい。
　また、上記構成において、前記外刃及び内刃を前記本体に対し着脱可能とすることが好
ましい。
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【００１５】
　また、上記構成において、前記外刃の近傍に、前記外刃に対して髭を案内する櫛状の案
内突部を設けることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、往復動作する剃り刃で髭を効率よく剃ることを可能としながら、本体
の小型化を図り得る電気かみそりを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】電気かみそりを示す斜視図である。
【図２】電気かみそりを示す斜視図である。
【図３】電気かみそりを示す断面図である。
【図４】電気かみそりを示す斜視図である。
【図５】刃ブロックを取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図６】刃ブロックを示す斜視図である。
【図７】刃ブロックを示す断面図である。
【図８】刃ブロックを示す分解斜視図である。
【図９】外刃を示す平面図である。
【図１０】外刃を示す断面図である。
【図１１】第二の実施形態を示す斜視図である。
【図１２】第二の実施形態の外刃取付台を示す斜視図である。
【図１３】第二の実施形態の刃ブロックを示す平面図である。
【図１４】第二の実施形態の外刃と案内突部を示す断面図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は第二の実施形態の動作を示す断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は案内突部を具備しない刃ブロックの動作を示す断面図である
。
【図１７】第三の実施形態の外刃を示す斜視図である。
【図１８】第三の実施形態の外刃を示す平面図である。
【図１９】第三の実施形態の外刃を示す断面図である。
【図２０】別例の外刃を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第一の実施形態）
　以下、この発明を具体化した第一の実施形態を図面に従って説明する。図１及び図２に
示す電気かみそりは、細長円筒状の本体１の先端部には刃ブロック２を取着可能としたヘ
ッド部３が設けられるとともに、そのヘッド部３を覆うキャップ４が着脱可能に取着され
る。図４に示すように、本体１にキャップ４を嵌着すると、本体１とキャップ４はその外
周面が連続する丸棒状となる。
【００１９】
　前記ヘッド部３は、前記本体１を長手方向に延長するように突出されるとともに、本体
１の径より小さい幅で直方体状に形成される。また、図３に示すように、前記本体１の外
面の延長線Ｅ１とヘッド部３の剃面の延長線Ｅ２との間には、例えば１５度前後の角度ｘ
が設定されている。従って、ヘッド部３の剃面は、本体１に対し剃面の先端ほど本体１の
中心軸の延長線に近づく斜面に形成されて、本体１を把持した状態で剃面すなわち後述す
る外刃５の上面を肌面にあてがい易くなっている。
【００２０】
　図５に示すように、前記刃ブロック２は前記ヘッド部３に対し着脱可能である。前記刃
ブロック２の具体的構成を図６～図８に従って説明する。前記刃ブロック２は、図８に示
すように、外刃５と、内刃６と、内刃取付台７と、外刃取付台８とで構成される。
【００２１】
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　前記内刃６は、金属板を断面コ字状に折り曲げて形成され、その両側辺に取付孔９が形
成されている。そして、内刃６の上面には、両側辺に連なる多数のスリット６ａが設けら
れている。
【００２２】
　前記内刃取付台７は、合成樹脂により前記内刃６の側辺間に嵌挿可能とする幅で形成さ
れ、その側面に前記内刃６の取付孔９に嵌合可能とした嵌合突部１０が形成されている。
そして、内刃取付台７を内刃６に嵌合し、嵌合突部１０を取付孔９に嵌合すると、内刃６
が内刃取付台７に取着される。
【００２３】
　前記外刃取付台８は、合成樹脂で底辺１１の両側に底辺１１と直交する方向に延びる一
対の側辺１２が形成されるとともに、その底辺１１上に前記内刃取付台７を保持可能とな
っている。すなわち、前記底辺１１の長手方向両側部に前記側辺１２と同方向に突出する
一対の突起１３が形成され、その突起１３に一対のコイルスプリング１４の一端が保持さ
れるようになっている。
【００２４】
　前記内刃取付台７の下面には前記突起１３と等間隔で突出する一対の突起１５が形成さ
れ、その突起１５に前記コイルスプリング１４の他端を保持可能となっている。
　また、前記外刃取付台８の側辺１２の基端近傍には、前後方向に突出する嵌合突部１６
が形成されている。
【００２５】
　前記外刃５は、金属板を断面コ字状に折り曲げて形成されるとともに、前記内刃６を収
容可能とした幅が確保され、その両側辺の長手方向両端部に取付孔１７が形成されている
。そして、外刃５の上面は平坦面に形成されるとともに、その上面には両側辺に連なる多
数のスリット５ａが設けられている。これらのスリット５ａは、内刃６の移動方向と直交
する方向に延びてその両端が閉じ、一端から他端まで連続したものとなっている。また、
複数のスリット５ａ間に位置して両端が支持された桟が設けられている。
【００２６】
　剃面となる外刃５の上面は、外刃５の断面コ字状の３つの外面のうち、中間に位置する
面である。そして、外刃５の上面を平坦面とすることにより、肌に接触する面積を広くし
て、剃り効率を向上させることが可能となる。なお、肌への接触面積を広くすることがで
きれば、完全な平坦面でなくてもよい。
【００２７】
　前記外刃５を外刃取付台８に取着するには、内刃取付台７に内刃６を取着し、その内刃
取付台７をコイルスプリング１４を介して外刃取付台８上に保持する。そして、内刃６に
外刃５を被せて取付孔１７を嵌合突部１６に嵌合すると、図６及び図７に示す刃ブロック
２が形成される。
【００２８】
　なお、外刃５の取付孔１７を嵌合する外刃取付台８の嵌合突部１６及び内刃６の取付孔
９を嵌合する内刃取付台７の嵌合突部１０をヒートシールしてもよい。このような構成に
より、外刃取付台８に外刃５を強固に取着することができるとともに、内刃取付台７に内
刃６を強固に取着することができる。
【００２９】
　この状態では、図７に示すように、内刃取付台７と外刃取付台８の底辺との間でコイル
スプリング１４が圧縮され、外刃取付台８を支点としたコイルスプリング１４の付勢力に
より内刃６が外刃５に当接するようになっている。なお、コイルスプリングは、例えば板
ばねとする等、同様の機能を有する他の構成としてもよい。
【００３０】
　図９に示すように、前記外刃５は各スリット５ａの溝幅Ｗ１より各スリット５ａ間の桟
幅Ｗ２が大きくなるように形成されている。また、図１０に示すように、外刃５の平坦面
部分の厚さＴは他の部分の厚さより薄く形成されている。この結果、肌面と内刃６との間
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隔を小さくして、髭を短く剃ることが可能となる。
【００３１】
　ここで、各桟は、剃り面である中間面から両側面まで延設され、各側面下部の壁面に繋
がって支持されているため、中間面の厚さを他の部分の厚さより薄くしても、外刃として
必要な強度は確保できている。
【００３２】
　なお、本実施形態では、外刃の両側面は中間面に対して垂直になって各桟を支持してい
るが、両側面は中間面に対して必ずしも垂直である必要はない。例えば傾斜したり、湾曲
したり、複数の屈曲面で形成されたりしていてもよく、外刃として必要な強度が確保でき
る範囲で適宜変更可能である。また、外刃が断面コ字状ではなく、一方の側面や両方の側
面がないような形態をとっていたとしても、各桟の両端部が壁面等に繋がって支持されて
いれば、外刃として必要な強度が確保できる。
【００３３】
　前記外刃取付台８の両側辺１２の外側面には係止凹部１８がそれぞれ設けられている。
また、両側辺１２の先端部には互いに遠ざかる方向に庇状に突出する係止部１９が形成さ
れている。
【００３４】
　図５に示すように、前記本体１のヘッド部３は、前記刃ブロック２を収容可能とする収
容部２０が設けられている。そして、図３に示すように、収容部２０は刃ブロック２の外
刃取付台８の両側辺１２に設けられた係止部１９と、係止部１９の下面より上方に位置す
る刃の上部を除いて、刃ブロック２を収容可能とする形状に形成されている。このような
構成により、刃ブロック２の上部がヘッド部３から突出しているので、剃面を肌に当て易
くなる。
【００３５】
　前記本体１には、前記収容部２０の基端縁近傍に解除ボタン２１が本体１の長手方向に
スライド可能に支持されている。
　刃ブロック２を本体１に取着するには、解除ボタン２１を本体１の基端側にスライドさ
せた状態で刃ブロック２を収容部２０に収め、係止部１９を収容部２０の開口縁に当接さ
せるとともに、一方の係止凹部１８を収容部２０の内側面に設けられた突部２２に係合さ
せる。
【００３６】
　そして、解除ボタン２１を本体１の先端側に向かってスライドさせると、図３に示すよ
うに、解除ボタン２１の先端部が刃ブロック２の他方の係止凹部１８に係合して、刃ブロ
ック２が収容部２０に保持される。
【００３７】
　次に、前記内刃６を外刃５に対し往復動作させる駆動機構について説明する。図６～図
８に示すように、前記外刃取付台８の底辺１１の中央部には、外刃取付台８の長手方向に
沿って長孔２３が設けられている。また、内刃取付台７には下方に向かって開口する嵌合
凹部２４が形成されている。
【００３８】
　図３に示すように、前記本体１の基端部にはバッテリー２５が収容され、そのバッテリ
ー２５に隣接してモーター２６が配設されている。図２に示すように、本体１の長手方向
中央部にはスイッチ２７が本体１の長手方向にスライド可能に支持されている。そして、
スイッチ２７をスライドさせることにより、モーター２６への電源の供給を入切して、モ
ーター２６の作動状態と停止状態とのいずれかを選択可能となっている。
【００３９】
　前記モーター２６の出力軸２８の回転は、トルク変換機構２９に伝達される。トルク変
換機構２９は前記モーター２６の出力軸２８の回転を往復運動に変換する。
　前記トルク変換機構２９の出力軸３０には、アーム３１の基端部が取着されている。そ
して、モーター２６が回転すると、アーム３１が本体１の長手方向に沿って往復動作する
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ようになっている。
【００４０】
　前記アーム３１の先端部は、同アーム３１の長手方向に直交する方向に屈曲され、前記
外刃取付台８の長孔２３を貫通し、前記内刃取付台７の嵌合凹部２４に嵌合されている。
そして、アーム３１の往復動作に基づいて内刃６が往復動作するようになっている。
【００４１】
　次に、上記のように構成された電気かみそりの作用を説明する。
　この電気かみそりでひげを剃る場合には、本体１の基端部を把持した状態でスイッチ２
７を操作してモーター２６を作動させると、内刃６が外刃５内で往復動作する状態となる
。
【００４２】
　この状態で、外刃５の上面を肌面にあてがい、外刃５をその長手方向に直交する方向に
往復動作すると、外刃５のスリット５ａから内刃６のスリット６ａに髭が進入し、その髭
が外刃５と内刃６との接触面上で切断されて剃りとられる。
【００４３】
　このとき、剃り面の各桟やスリットは、外刃の一側面から他の側面まで連続して延設さ
れているので、各桟やスリットの端部が肌に当たって肌を痛めるようなことはなく、滑ら
かな肌当たりが得られ、肌に優しいシェービングを実現することができる。
【００４４】
　髭を剃った後に、刃ブロック２を清掃する場合には、解除ボタン２１を本体１の基端側
にスライドさせる。すると、解除ボタン２１の先端部と刃ブロック２の係止凹部１８との
係合が外れ、刃ブロック２を収容部２０から取り出し可能となる。
【００４５】
　そして、収容部２０から取り出した刃ブロック２を水洗い等により清掃可能であり、収
容部２０内も清掃可能である。
　清掃後は、刃ブロック２を収容部２０内に収容するとともにアーム３１の先端部を嵌合
凹部２４に嵌合し、かつ刃ブロック２の一方の係止凹部１８を収容部２０の突部２２に係
合させ、係止部１９を収容部２０の開口縁に係合させる。そして、解除ボタン２１を本体
１の先端側にスライドさせると、解除ボタン２１の先端が刃ブロック２の係止凹部１８に
係合して、刃ブロック２が収容部２０に保持される。
【００４６】
　上記のような電気かみそりでは、次に示す効果を得ることができる。
（１）外刃５内で内刃６が往復動作する刃ブロック２を本体１に取着して、その刃ブロッ
ク２をその長手方向に直交する方向に肌面上で往復方向に移動させることにより、髭を効
率よく剃ることができる。
（２）刃ブロック２を取着した直方体状のヘッド部３を本体１の先端部に該本体１を延長
する方向に設けたので、ヘッド部３を備えた本体１を小型化することができる。
（３）ヘッド部３に取着した外刃５の剃面を、本体１の軸方向に対し傾斜させ、詳しくは
剃面の先端ほど本体１の中心軸の延長線に近づく斜面に形成したので、本体１を把持した
状態でヘッド部３の剃面を肌面にあてがい易い。
（４）ヘッド部３の厚さを本体１の径より小さくしたので、ヘッド部３を肌面の所望位置
にあてがい易い。
（５）ヘッド部３では、外刃５内で内刃６を往復動作させる構成としたので、肌面を傷つ
けることなく、特許文献２に開示された電気かみそりよりも、髭を充分に短く剃ることが
できる。
（６）外刃５を断面コ字状として、剃面を平坦面とすることができるので、肌に剃面をあ
てがいやすい。
（７）外刃５及び内刃６をヘッド部３に対し着脱可能としたので、外刃５及び内刃６と、
ヘッド部３の清掃が容易である。
【００４７】
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　以上のように、本実施形態では、特許文献１，２に開示された電気かみそりの課題（髭
は剃れるが小型化困難、小型だが髭剃り不適）を同時に解決することができ、良好な髭剃
り性能と小型化を両立させることができる。そして、髭剃り用の電気かみそりを衣類のポ
ケットやペンケース等に収容して携帯するというような、従来にはなかった使い勝手を提
供することができる。
（第二の実施形態）
　図１１～図１５は、第二の実施形態を示す。この実施形態は、外刃５のスリット５ａに
髭を案内する櫛状部を外刃取付台８に設けたものである。その他の構成は、前記第一の実
施形態と同様である。第一の実施形態と同一構成部分は、同一符号を付して説明する。
【００４８】
　図１１に示すように、外刃取付台８の側辺１２の上端部間には連結枠３２が設けられて
外刃５を挿入可能とした四角枠が形成されている。前記連結枠３２には上方へ櫛状に突出
する多数の案内突部３３が形成されている。
【００４９】
　各案内突部３３のピッチは、前記スリット５ａのピッチと同一であり、図１３に示すよ
うに、前記各スリット５ａが前記案内突部３３間に位置するように形成されている。
　各案内突部３３の先端は、図１４に示すように、前記外刃５の平坦面から若干低い位置
まで突出されるとともに、案内突部３３の上端部の角部に設けられた曲面部３４の径は、
外刃５の平坦部両側に設けられる曲面部３５の径より充分小さい径で形成されている。
【００５０】
　このような案内突部３３を備えた電気かみそりを使用して髭を剃る場合の動作を図１５
に従って説明する。図１５（ａ）に示すように、外刃５の平坦面を肌面Ｓにあてがって矢
印方向に移動させるとき、髭Ｈが肌面Ｓに沿った状態であっても、同図（ｂ）に示すよう
に、案内突部３３で髭Ｈが起こされ、その状態で髭Ｈが外刃５のスリット５ａ内に案内さ
れる。
【００５１】
　案内突部３３が設けられない状態で髭を剃る場合には、図１６（ａ）に示す状態から同
図（ｂ）に示すように肌面Ｓに沿った髭Ｈがスリット５ａに案内されようとすると、髭Ｈ
が外刃５の曲面部３５部分のスリット５ａに当接する。すると、図１６（ｃ）に示すよう
に、髭Ｈは起こされずに外刃５の平坦面と肌面Ｓとの間に潜り込んでしまうこともあり得
る。
【００５２】
　この実施形態では、案内突部３３の曲面部３４の径が外刃５の曲面部３５の径より充分
小さいため、図１５に示すように、肌面Ｓに沿った髭Ｈを案内突部３３の曲面部より下方
（図１５における下方）で当接させることにより、肌面Ｓに沿った髭Ｈを起こし易くなる
。
【００５３】
　なお、案内突部３３は、全てのスリット５ａ間に設けてもよいし、例えば５ピッチ毎に
設ける等、適宜間引いて設けてもよい。前者の場合は、髭を起こす効率が比較的高くなる
し、後者の場合は、肌への刺激を比較的少なくすることができる。
【００５４】
　また、案内突部３３の先端と平坦面との高低差は、適宜設定可能であるが、高低差が小
さいほど髭起こし効率が上がり、高低差が大きいほど肌への刺激を小さくすることができ
る。
【００５５】
　また、案内突部３３の曲面部３４の径も適宜設定可能であるが、径を小さくすると髭起
こし効率が上がり、径を大きくすると肌への刺激を小さくすることができる。
　また、案内突部３３の上面は、外刃５に近い側の端部が外刃５と同程度の高さで、外刃
５から遠い側の端部が外刃５よりも低い傾斜や、曲面、円弧面としてもよい。このような
構成により、肌への接触がより滑らかなものとなる。
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　このように、案内突部３３は、その数や突出高さ、曲面部３４の径、上面形状等、髭起
こし効果を奏する範囲で適宜変更可能である。
　この実施形態の電気かみそりでは、第一の実施形態で得られた効果に加えて、次に示す
効果を得ることができる。
（１）肌面Ｓに沿った髭Ｈを案内突部３３で外刃５のスリット５ａに案内することができ
るので、肌面Ｓに沿った髭Ｈを容易に剃ることができる。
（第三の実施形態）
　図１７～図１９は、第三の実施形態を示す。この実施形態は、第一の実施形態に対し外
刃の形状を一部変更したものである。その他の構成は、第一の実施形態と同様である。
【００５７】
　図１７及び図１８に示すように、外刃５の幅方向両側でのスリット５ａの幅Ｗ３が幅方
向中央部での幅Ｗ４より広く形成されている。
　また、図１９に示すように、外刃５の平坦面とその両側の曲面部３５との間に面取り状
の斜面部３６が形成されている。
【００５８】
　この実施形態の電気かみそりでは、第一の実施形態で得られた効果に加えて、次に示す
効果を得ることができる。
（１）外刃５の幅方向両側でのスリット５ａの幅Ｗ３を広くしたので、スリット５ａ内に
髭を案内し易くなる。従って、髭を効率よく剃ることができる。
（２）外刃５の平坦面と曲面部３５との間に斜面部３６を介在させたので、斜面部３６や
曲面部３５においてスリット５ａの端縁の肌面への食い込みをより良く和らげることがで
きる。従って、肌面への刺激を低減しながら、髭を円滑に剃ることができる。また、外刃
５の幅方向両側でのスリット５ａの幅Ｗ３を広くし、かつ外刃５の平坦面と曲面部３５と
の間に斜面部３６を介在させることで、それぞれの効果が同時に発揮され、髭を効率よく
剃ることができるとともに、肌面への刺激を低減することができるので、髭をより円滑に
、良好に剃ることができる。
【００５９】
　また、斜面部３６による効果については、図２０に示すように、外刃５の上面全体を緩
やかな曲面部３７としても、同様な効果を得ることができる。
　なお、斜面部３６を形成したり、外刃５の上面を緩やかな曲面部としても、肌への押し
当てを考慮すると、肌との接触面積が減少することはないので、剃り効率は損なわれない
。（むしろ、外刃５の上面の面積が多少なりとも増大する分、剃り効率は向上する。）
　上記実施形態は、以下の態様で実施してもよい。
・外刃５及び内刃６のスリット５ａ，６ａは、内刃の移動方向に直交しない斜め方向とし
てもよい。
・各実施形態で開示した構成を、適宜組み合わせて実施してもよい。このような構成によ
り、各実施形態で得られた効果が組み合わされた効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００６０】
　１…本体、２…刃ブロック、３…ヘッド部、５…外刃、６…内刃、２６…駆動装置（モ
ーター）、３１…駆動装置（アーム）。
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